
ちくぜん町暮らしの歳時記
フォトコンテスト

11/302025年 2026年日 2/15 日

あなたが見つけた筑前町の魅力をインスタに投稿しよう！

応募
期間

●応募テーマ

●対象となる撮影地

「筑前町内にある歳時記にぴったりな魅力」

筑前町内で撮影した写真であること

歳時記とは？ ― 四季の移り変わりや年中行事をまとめた書物

１
STEP

スマートフォンアプリの
Instagramを

インストールします。

ダウンロード

４
STEP

「撮影場所」と「写真タイトル」
「#ちくぜん町暮らしの歳時記フォトコン」を

本文に記入します。

投稿にはかならず
「@chikuzen_kurashinosaijiki」を
タグ付け（メンション）してください。

これで投稿完了！！

２
STEP

公式アカウント
@chikuzen_kurashinosaijiki

３
STEP

自身が筑前町内で
撮影した写真を選びます。

写真 ポートレート パビデオティック

公式アカウントを
フォローします。

フォロー

半角
シャープ

●賞品

筑前町内の飲食店で使える食事券

1点
食事券
1万円分

最優秀
賞

1点
食事券
5千円分

優 秀
賞

1点
食事券
3千円分

特 別
賞

1点
食事券
3千円分

町 長
賞

1点
食事券
3千円分

副町長
賞

※食事券は対象店のみで
　使用できます

当選者には
1,000円の食事券を
該当金額分、郵送させていただきます

見
本
見
本

■お問合せ：合同会社みちたび　 （E-mail） michitabi.tabi@gmail.com
※本コンテストは、筑前町に委託され運営しています。
※本コンテストは、Instagramが支援、運営、関与するものではありません。

例えば・・・

※撮影にあたっては、私有地や立入制限区域への無断立入り、

　または撮影許可を得ていない人物・物・施設などを含む作品は審査の対象外となります

田んぼ、山、花、夕焼けなど

地元のごはんやスイーツ、季節のごちそうなど

地域の祭りや行事、伝統を感じる瞬間など

地域の人たちの笑顔や働く姿、暮らしの場面など

風景・・・・・・・

食べ物・・・・・

伝統行事・・・・

暮らし・・・・・

1人につき
何点でも応募可
ただし、１回の投稿につき
写真は１枚としてください

応募方法
●Ins tag ramでの応募となります。
●応募方法の手順は上記をご覧ください。
●１人につき何点でもご応募いただけます。
ただし、１回の投稿につき写真は１枚としてください。
●スマートフォンで撮影した作品も応募可能です。
●過去に撮影した「秋・冬」の作品でも応募可能です。

応募する際の注意点
●応募者の撮影対象は本人の著作物であること。

●スマートフォンや撮影機材に指定はありません。

●他のコンテストへの応募作品、又は他で発表された作品は不可。

●被写体に人物が写っている場合は、必ず本人の承諾を得てくだ

さい。

●個人、企業、団体などを誹謗中傷したり、プライバシーを侵

害することはご遠慮ください。

●本コンテストの適正な運営を妨げることはご遠慮ください。

●受賞者には、InstagramのDM（ダイレクトメッセージ）で画像

データを要求します。その際にメールでのやり取りが発生する場合

があります。メッセージが受け取れる状態にしておいてください。

また、受賞者のほかにも合同会社みちたびが応募作品の中で、今

後の発信に必要と判断する場合にはデータ提出を求める場合が

あります。

●応募内容に虚偽が判明した場合、入賞を取り消す場合があり

ます。

●私有地や立入制限区域への無断立ち入り、または撮影許可を

得ていない人物・物などを含む作品。

●画像の合成、AIによる生成・加工、過度な修正など、実際の

風景・被写体の印象を著しく変える処理を施した作品。

●他の個人、企業、団体等になりすましたアカウント。

●Instagramの利用規約・法令に違反するもの。

●その他、合同会社みちたび及び筑前町が不適切と判断するも

の。

●営利目的による情報提供、広告宣伝、または勧誘行為を目的と

した投稿はお断りいたします。また、写真のどこかにクレジット表

記（撮影者名・ロゴ・SNSアカウント等）が入った作品も審査対

象外となります。

審査対象外になるもの

応募作品の著作権・使用権
●応募作品の著作権は撮影者に帰属しますが、応募作品は、

「ちくぜん町暮らしの歳時記」運営及び業務委託先である筑前

町の広報活動（WEBサイト、SNS、印刷物、展示、動画配信な

ど）において、無償で使用できるものとします。

●作品に関して、肖像権・著作権・商標権などでトラブルが発生

した場合は、応募者の責任となります。合同会社みちたび及び筑

前町は一切の責任を負いません。

●使用にあたっては、必要に応じてトリミングやレイアウト変

更などを行う場合があります。

●応募者は応募の時点で、これらの条件に同意したものとみな

します。

対象となる撮影地
筑前町内で撮影した写真であること。

発表
●受賞者には直接通知いたします。

●入賞作品は、「ちくぜん町暮らしの歳時記」のInstagramや

筑前町広報誌などで発表予定。

●発表は2026年３月を予定しています。

最優秀賞受賞者は、
食事券１万円分プレゼント！

※食事券イメージ

応募の際はご確認ください


